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研究成果の概要（和文）：本研究では、日本の最高裁判所とアメリカ連邦最高裁判所による違憲審査制の運用を経験的
に分析した。分析にあたっては、「変化」に着目した動態的な分析を心がけるとともに、裁判所と政治部門との関係に
注意を払った。その結果、アメリカ連邦最高裁判所の違憲審査活動を理解する上では「司法積極主義の政治的構築」の
視角が不可欠であること、日米両最高裁判所にみられる違憲審査制の運用の変化（日本の最高裁判所の近時の積極化、
アメリカ連邦最高裁判所の20世紀中期以降の積極化等）や、両裁判所の対照的な制度運用の背景には、裁判所の保有資
源量と裁判所内の価値観の構成が主要な要因として機能していたことなどを具体的に明らかにした。

研究成果の概要（英文）：This research project has analyzed the administration of judicial review by the 
Supreme Court of Japan (SCJ) and the Supreme Court of the United States (SCOTUS), with attention to their 
interactions with political branches. The project has especially focused on the transformations in the 
administration of judicial review by the SCJ since the late 1990s and by the SCOTUS since the mid-1950s, 
and has revealed that the alterations in the volume of normative, political, and practical resources 
available to each Court and changes in the values of the Justices have been instrumental in those 
transformations. It has also demonstrated that ‘resource’ and ‘personnel’ have been controlling 
factors underlying the contrasting exercise of judicial review by the SCJ and the SCOTUS.

研究分野： 違憲審査制論
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１．研究開始当初の背景 
 
違憲審査制は人権や憲法秩序の保障にと

って鍵となる重要な法制度であるが、日本と
アメリカ合衆国における本制度の運用は、こ
れまで大きく異なってきた。すなわち、日本
の最高裁判所は従来、一般に緩やかな違憲審
査を実施してきており、違憲判決を下すこと
は稀であった。これに対し、アメリカ連邦最
高裁判所は、広範な領域において高密度の違
憲審査を実施してきており、多数の違憲判決
を下してきた。その中には、国政上重要な事
案も含まれており、連邦最高裁判所はこれま
でにアメリカ国内において多くの政治論争
を巻き起こしてきた。 
日本の違憲審査制は、アメリカの制度を移

入したものであるが、なぜ両国では上記のよ
うに、同一の制度でありながら対照的に運用
されてきたのであろうか。いかなる要因が、
両国の最高裁判所による違憲審査制の運用
を規定してきたのであろうか。 
このような問いは、両国の憲法秩序の形成

過程を精確に認識する上でも、違憲審査制の
より良い運用を目指す上でも、重要な意義を
有するといえる。実際にこれまで、法現象を
経験的に認識することを課題とする法社会
学や、違憲審査制を主要な研究対象とする憲
法学は、これらの問いに取り組み、知見の蓄
積に貢献してきた。 
ただ、先行研究は分析にあたり、もっぱら

特定の一時点に立った、共時的な比較を行っ
てきた。すなわち、現在の日米両最高裁判所
による違憲審査制の運用を比較し、両者の相
違の背景的要因を析出してきた。しかし、両
裁判所は違憲審査制を固定的に運用してき
たわけではなく、時代によって運用を変化さ
せてきたことも見逃されるべきではない。両
裁判所による制度運用の差異の背景や規定
要因を精確に理解するためには、そうした両
裁判所の変化にも着目した動態的な分析に
も取り組む必要があるであろう。 
また、先行研究は、これまで違憲審査制の

運用の規定要因について個別的に列挙する
に止まり、体系的な理論を十分に形成するま
でには至らなかった。このため、違憲審査制
の運用に関する体系的な経験理論の形成も
求められているといえよう 
 そこで、本研究課題では、以下のような研
究を行った。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究では、上記のような問題意識から、

日本の最高裁判所とアメリカ連邦最高裁判
所による、対照的な違憲審査制の運用の背景
的要因を解明しようとした。その際、特に、
両裁判所が違憲審査制の運用を変化させた
時期に着目し、その背景を分析することとし
た。また、それを通して、違憲審査制の運用

の変動や裁判所による違いを体系的に説明
できる理論枠組みも形成しようとした。 
 
 
３．研究の方法 
 
日米の両最高裁判所が、各々違憲審査制の

運用を変化させた時期を中心に分析するこ
とを通して、本制度の運用を規定する要因を
解明しようとした。分析にあたっては、日米
両国の関連する諸分野の理論と方法を幅広
く用いて、学際的な研究を心がけた（基礎法
学・公法学・政治学）。特に、日本では、こ
の 3領域に跨がる学際分野である司法政治学
が未発達な点に鑑み、アメリカ司法政治学の
方法論の摂取と応用にも努めた。 
 
 
４．研究の成果 
 
（１）まず、日米両国の先行研究を分析し、
本研究の理論的意義を明確にする作業を行
った上で、違憲審査制の運用の規定要因につ
いて、研究代表者が以前に仮説的に提示した
理論枠組みを精緻化する作業を進めた。そし
て、裁判所の保有する規範的・政治的・実務
的資源の量と裁判所内の価値観の構成が、違
憲審査制の運用の主要な規定要因であるこ
とを、理論的に明らかにした【図書③】。ま
た、日米両最高裁判所に関する以下の実証分
析を通して、実際にこれらの要因が両裁判所
による違憲審査制の運用の変動を規定して
いたことを明らかにした。 
 
（２）アメリカ連邦最高裁判所は 1950 年代
中頃から次第に違憲審査制を積極的に運用
するようになり、時に激しい抵抗を受けなが
らも、今日広範な領域で高密度の違憲審査を
展開するに至っている。それでは、このよう
な変化の背景にはいかなる要因が働いてい
たのであろうか。本研究ではこの問いについ
て、研究代表者のこれまでの研究成果を踏ま
え、それをさらに深化・発展させながら取り
組んだ【図書③】。 
 まず、アメリカでは政治指導者が政治的理
由（政策実現・政策定着・決定回避）からし
ばしば特定の政策領域における裁判所の積
極主義を形成しようとする場合があること
を指摘し（司法積極主義の政治的構築）、そ
の類型・方法・主要な事例・構造的要因を、
先行研究を踏まえつつ整理・分析した。その
上で、20 世紀中期以降の連邦最高裁判所の積
極化の背景には、①このような「司法積極主
義の政治的構築」を端緒とした、連邦最高裁
判所による規範的資源・政治的資源の経路依
存的獲得と、②これに伴う連邦最高裁判所内
の価値観の構成の変化、そして、③連邦最高
裁判所自身による実務的資源獲得の努力が
あったことを明らかにした。 
 



（３）本研究では、さらに、近年のアメリカ
連邦最高裁判所による違憲判決の中で、もっ
とも「積極的」かつ「党派的」と評されてい
る、2000 年のブッシュ対ゴア事件判決につ
いても取り上げ、その背景的要因を考察した。
【図書②】 
 同判決は 1ヶ月にわたる大統領選挙紛争に
決着をつけた判決であるが、そこでは、普段
は平等保護の拡張に消極的な保守派が先例
にない形で平等保護条項を適用して違憲判
断を下し、ブッシュ候補（共和党）勝利の道
筋をつけたことから、これまで同判決は党派
的な積極的判決との批判にさらされてきた。
ただ、そうした従来の見方は印象論的なきら
いがあったことから、本研究では、同判決の
実際の規定要因を司法政治学の手法を用い
て解明することを目指した。 
まず、判決に非法的考慮が働いたか否かを

判断するための基準として、次の 3 つを提示
した――①判決の法的水準、②各判事の本件
判決行動と、事件前の判決行動および司法哲
学との整合性、③各判事の本件判決行動と、
事件後の判決行動との整合性。そして、これ
らの基準に照らして判決を検討し、本判決に
おいては、非法的考慮が法的考慮に対して優
勢であったとみられることを明らかにした。 
 その上で、次に、いかなる非法的考慮が働
いていたかについて検討を行った。まず、本
判決が下されなくても、当時の選挙紛争解決
手続と連邦議会の構成に照らせば、ブッシュ
勝利の可能性が高かったことから、本判決を、
ブッシュを大統領に据えるという党派的動
機の産物とみることは難しいことを指摘し
た。そして、当時の各種証拠に照らして、①
紛争の早期解決に対する関心、②州最高裁判
所の行動に対する不信、③選出された大統領
の正統性確保に対する関心、④司法的紛争解
決に対する政治部門からの期待が、本判決の
動機として機能していたことを明らかにし
た。そして、以上のような非法的考慮が働く
背景として、アメリカでは、連邦最高裁判所
裁判官がステーツマンとしての賢慮を働か
せることが許容され、時に期待される司法文
化があることを指摘した。 
 このように、司法権力の濫用や強大化の例
としてしばしば語られるブッシュ対ゴア事
件判決の背後には、ステーツマン的裁判官像
という役割観ならびに裁判所の規範的資源
と、司法的紛争解決に対する政治部門からの
期待という意味での「司法積極主義の政治的
構築」があった。違憲審査権行使における規
範的資源の意義や、「司法積極主義の政治的
構築」の視角の意義が、ここにおいても例証
されたといえよう。 
 
（４）本研究では、従来消極的といわれてき
た、日本の最高裁判所による違憲審査制の運
用が、近年緩やかに積極化しつつあることに
着目し、その背景的要因についても考察を深
めた。【図書①・図書③】 

そのために、まず、最高裁判所の保有資源
量の動向について検討を行い、司法制度改革
により規範的資源量に重要な変化がみられ
ること、そして、この変化が近年の司法行動
の変化に結びついていることを明らかにし
た。すなわち、従来の日本における司法の役
割規範は、いわゆる「自律的法」型のもので
あり、それは、法創造的側面が強く政治との
交錯が避けられない違憲審査を支えるより
も、慎重さを促すものであったといえるが、
司法制度改革により、能動的司法を支える方
向で役割規範が再定位された。そして、各種
証拠に照らせば、こうした役割規範の変化や
それに伴う実定法の改正等が、近年の最高裁
判所の積極化において特に重要な役割を果
たしていたとみられるのである。 
また、裁判官・調査官の世代交代（裁判官・

調査官が受けた法学教育の内容の変化）によ
り、最高裁判所内の価値観の構成が変化した
ことも、近年の司法行動の変化の主要な要因
とみられることを指摘した。 
今後は、司法制度改革そのものの過程や、

当時の主要な裁判官の司法哲学・司法行動に
ついて、より掘り下げた研究を行うとともに、
他の時期における最高裁判所の違憲審査制
の運用についても分析を深めていきたい。 
 
（５）上記のように、最高裁判所は近年、「資
源」と「人」の変化を受けて違憲審査に関し
て緩やかに積極化してきているものの、アメ
リカ連邦最高裁判所と比較すれば、依然とし
て消極的な裁判所といえる。そこで、本研究
では、ここまでの研究成果を踏まえ、さらに
日米両最高裁判所による制度運用の相違の
背景についても検討を行った。【論文①・座
談会①・座談会②・図書①・図書③】 
その結果、日米両最高裁判所の間には、違

憲審査に関する規範的・政治的・実務的資源
量の圧倒的な格差と、価値観の構成の相違が
存在してきたこと、そして、このような違い
が両裁判所による対照的な制度運用を形成
してきたことを見出した。 
 それでは、このような日本の状況下で、違
憲審査制の活性化を目指すとすれば、いかな
る方策が考えられるであろうか。本研究では、
以上の研究成果を踏まえながら、違憲審査に
必要な諸資源の増強のための諸方策を提示
した【論文①・座談会①・座談会②・図書③】。
とりわけ、規範的資源として、専門性のみな
らず開放性も重要であることを指摘し、それ
らを強化するための方策として、裁判官任命
時の公聴会制度やアミカス制度の導入が有
用であることを指摘した。ただ、本検討は抽
象的なレベルに止まっていることから、今後
は、本検討を踏まえながら、違憲審査制の活
性化のための方策について、日本の政治的・
社会的・制度的文脈に即して、より具体化し
ていきたい。 
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